
中津市公共下水道施設
ストックマネジメント計画

令和3年3月

大 分 県 中 津 市

【概要】



１．下水道事業の概要
1-1.対象施設概要
1)目的

本市の供用済みである中津終末処
理場、山国浄化センター・三光中継ポ
ンプ場・米山雨水ポンプ場・マンホー
ルポンプ場50箇所に対してストックマ
ネジメント計画を策定し、下水道施設
のライフサイクルコストの最小化や、
計画的な予防保全による安全性の確
保など、戦略的な維持修繕計画を立
案する。



１．下水道事業の概要
1-2.対象施設一覧

1)都市名 ： 大分県中津市

2)計画の対象

１－１．処理場

（イ）供用開始年月日 ： 昭和61年4月

（ロ）名称 ： 中津終末処理場

（ハ）位置 ： 大分県中津市地内

（二）排除方式 ： 分流式

（ホ）処理方式（汚水） ： ステップ流入式多段硝化脱窒法

処理方式（汚泥） ： 濃縮→消化→脱水

（ヘ）計画能力 ： 22,500 m3／日（事業計画）

17,700 m3／日（現有能力）

対象水処理施設 ： 5系列（5池 （設備は4池））

対象汚泥処理施設 ： 1系列



１．下水道事業の概要
1-2.対象施設一覧

2)計画の対象

２－１．ポンプ場

（イ）供用開始年月日 ： 平成11年4月

（ロ）名称 ： 三光中継ポンプ場

（ハ）位置 ： 大分県中津市地内

（二）排除方式 ： 分流式

（ホ）ポンプ場種類 ： 汚水

（ヘ）計画能力 ： 0.075 m3／秒（事業計画）

0.075 m3／秒（現有能力）
２－２．ポンプ場

（イ）供用開始年月日 ： 平成18年4月

（ロ）名称 ： 米山雨水ポンプ場

（ハ）位置 ： 大分県中津市地内

（二）排除方式 ： 分流式

（ホ）ポンプ場種類 ： 雨水

（ヘ）計画能力 ： 時間最大 16.00 m3／秒（事業計画）

時間最大 9.00 m3／秒（現有能力）

３－１．マンホールポンプ

（イ）箇所数 ： 30箇所



マンホールポンプ場位置図（2/2）



マンホールポンプ場位置図（1/2）



：対象範囲

１．下水道事業の概要
1-3.作業項目一覧
1)ストックマネジメント実施方針



１．下水道事業の概要
1-3.作業項目一覧
2)対象施設一般平面図 対象施設（1/3）



１．下水道事業の概要
1-3.作業項目一覧
2)対象施設一般平面図 対象施設（2/3）



１．下水道事業の概要
1-3.作業項目一覧
2)対象施設一般平面図 対象施設（3/3）



１．下水道事業の概要
1-4.検討フロー（処理場・ポンプ場）



７．施設状況把握の実施

7-1.概要

7-1-1.状態監視保全の設備の調査

対象施設について、管理方法に応じた調査方法、調査項目を検討し、設備単位あるいは
主要部品単位について、施設状況把握のための調査を実施する。また、施設状況把握が
困難な資産については、維持管理者へのヒアリングを実施するほか、既存の維持管理資料
を収集し、状況の把握を行う。

対象施設について、管理方法に応じた調査方法、調査項目を検討し、設備単位あるいは
主要部品単位について、施設状況把握のための調査を実施する。また、施設状況把握が
困難な資産については、維持管理者へのヒアリングを実施するほか、既存の維持管理資料
を収集し、状況の把握を行う。



７．施設状況把握の実施

7-1-2.時間計画保全の設備の調査

7-1-3.状態監視保全の設備の調査

劣化状況の把握が困難であるため、経過年数情報の収集・整理を行う調査や維持管理
情報（日常点検情報、故障情報等）より異常の兆候や故障の状況を確認する調査である。
情報が不足している場合は、維持管理業者へのヒアリング等を行い、設備の異常・故障
の発生状況を確認する。
電気設備のコントローラ等の監視制御器については、製造の中止等により、施設維持に
支障をきたす場合もあるため、供給状況を確認する。

対象施設について、管理方法に応じた調査方法、調査項目を検討し、設備単位あるいは
主要部品単位について、施設状況把握のための調査を実施する。また、施設状況把握が
困難な資産については、維持管理者へのヒアリングを実施するほか、既存の維持管理資料
を収集し、状況の把握を行う。



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-1.土木



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-1.土木



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-2.建築



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-2.建築



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-2.建築



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-2.建築



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-2.建築



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-3.建築機械設備



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-3.建築機械設備



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-3.建築機械設備



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-3.建築機械設備



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-4.建築電気設備



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-4.建築電気設備



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-4.建築電気設備



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-4.建築電気設備



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-4.建築電気設備



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-4.建築電気設備



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-5.機械設備



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-5.機械設備



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-5.機械設備



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-6.電気設備



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-6.電気設備



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-6.電気設備



７．施設状況把握の実施

7-2.中津終末処理場

7-2-6.電気設備



７．施設状況把握の実施

7-3.三光中継ポンプ場

7-3-1.機械設備



７．施設状況把握の実施

7-3.三光中継ポンプ場

7-3-2.電気設備



７．施設状況把握の実施

7-4.米山雨水ポンプ場

7-4-1.機械設備



７．施設状況把握の実施

7-4.米山雨水ポンプ場

7-4-2.電気設備



８．修繕・改築計画の策定

8-1.（基本方針）診断・対策の必要性の検討

8-1-1.診断・対策の必要性の検討の概要

点検・調査結果に基づき施設の劣化状況を把握し、長期的な改築事業のシナリオ設定を
踏まえ、事業計画期間を勘案し、改築の優先順位を設定する。なお、今回はＳＭ計画期間が
5ヶ年であることを踏まえ、今後5ヶ年の改築事業を設定する

健全度の評価のため、判断基準を設定し、現在の健全度を評価する。また、診断結果及
び点検結果に基づき、対策の必要性を検討する。

8-1-2.健全度判定項目・判定基準項目

作成したリストに基づき、個々の施設･設備について現在の健全度や状況を把握するため
現地調査を行う。健全度判定項目･判定基準の検討項目は以下のとおりである。



８．修繕・改築計画の策定

8-1.（基本方針）診断・対策の必要性の検討

8-1-2.健全度判定項目・判定基準項目



８．修繕・改築計画の策定

8-1.（基本方針）診断・対策の必要性の検討

8-1-2.健全度判定項目・判定基準項目



８．修繕・改築計画の策定

8-1.（基本方針）診断・対策の必要性の検討

8-1-3.健全度判定方法

劣化状況を数値化した指標として、
健全度を使用する。健全度は、評価
する対象物が有する機能、社会適合
性の状態を表す指標である。
健全度判定の対象施設・設備が、社
会適合性を有していない場合、即ち
法に適合していない場合は使用不可
であると判定し、健全度1.0とする。
社会適合性を有していれば、施設・
設備毎に診断項目を設定し、判断基
準に沿って劣化状況等による判定を
行い、5段階で健全度を評価する。



８．修繕・改築計画の策定

8-1.（基本方針）診断・対策の必要性の検討

8-1-4.施設状況把握結果（抜粋）

表 施設状況把握結果一覧（例 中津終末処理場 機械設備）



８．修繕・改築計画の策定

8-2.（基本方針）優先順位の検討

8-2-1.優先順位の検討概要

予算の制約がある中で、事業を実施するため、事業の優先度を決める必要がある。
優先順位は、事項に示す３項目に留意して検討する。
なお、改築シナリオは「今後10年（2021年）は３億、11年目（2031年）から４億」を選定
した。そのため、第１期SM計画の事業費目安は「3.0億円/年（SM計画5か年で計15億
円）」とする。



８．修繕・改築計画の策定

8-2.（基本方針）優先順位の検討

8-2-1.優先順位の検討概要
①改築必要性（主機の劣化状況）
診断対策の必要性の検討より、検討ユニットの主機の劣化が著しいと処理機能への影響が懸念
されることから、事業優先度に反映する。市（維持管理者）にヒアリングした内容より、中津終末
処理場主ポンプ・自家発電設備・監視制御設備の優先度高くする。

②関連計画
関連計画（耐震事業、耐津波事業など）と合わせて実施することで効率的な改築ができること

から、事業優先度に反映する。
本市では施設の耐震化・耐津波化を進めており、2020年度に管理棟耐震診断を実施している。
今後のスケジュールとしては2021年に管理棟耐津波診断、沈砂池ポンプ室・塩素滅菌室の耐震
診断を計画している。機器が耐震補強工事の支障となる可能性があるため、耐震補強工事と同
時もしくは工事後に設備更新となる事業スケジュールとする。

③その他
水処理1～2系は耐震基準の改定前の施設であり、耐震診断も未実施である。

3～5系は耐震基準の改定後の施設であり、耐震性は確保されている。5系は躯体築造済みであ
るため、5系に増設を行った後に改築を行うことが望ましい。

5系に更新を行う場合、処理能力・処理方式の変更などもあるため、詳細設計前に基本設計を
行うこととする。（1・2系は標準活性汚泥法、3～5系は高度処理）



８．修繕・改築計画の策定

8-3.（基本方針）対策範囲の検討

8-3-1.設備の診断方法

(1) 状態監視保全の設備の診断（健全度の将来予測）
長寿命化対策検討対象設備は、主要部品単位を対象として健全度の予測を行い、長寿命化対策
検討対象外設備は、設備単位を対象として健全度の予測を行う。健全度予測の考え方は図 8-3-1
のとおり、設置年度の健全度を5.0とし、評価年数の健全度を結んだ健全度推移線を設定し、これを
基にSM計画期間最終年度の健全度の値を求める。SM計画期間最終年度の健全度が2.0以下とな
れば、更新（設備単位）もしくは長寿命化対策（主要部品単位）と位置づける。



８．修繕・改築計画の策定

8-3.（基本方針）対策範囲の検討

8-3-1.設備の診断方法

(2) 時間計画保全の設備の診断
目標耐用年数を設定し、SM計画策定期間最終年度での経過時間と比較して改築必要性を判断
する。目標耐用年数に到達しない設備についても、異常の兆候や故障の状況を確認して改築必要
性を判断する。
目標耐用年数は、表 8-3-1 電気設備の目標耐用年数倍率に示す「ストックマネジメント手法を踏
まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き（案）」に参考資料として下水道新技術推進機構の
設定例が引用されていることから、今回対象施設では本資料より目標耐用年数を標準耐用年数の
1.5倍（計測設備は2.2倍）と設定する。

(3) 事後保全の設備の診断
異常の兆候（機能低下等）や故障の発生状況を確認し、改築必要性を判断する。



８．修繕・改築計画の策定

8-4.（基本方針）長寿命化対策検討対象資産の選定

8-4-1.長寿命化対策検討対象資産の選定手順

長寿命化対策検討（以下「アクション比較」と称す）と位置付けられた各施設・設備に
ついて、健全度判定結果を元に劣化予測を行い、複数のアクションを設定し、評価期間
における費用及び健全度推移をシミュレーションすることで比較を行う。これにより最適
アクションを選定する。
最適アクション選定までの手順は以下の通りである。

(1) アクションの選定
(2) アクションの比較と評価
(3) ライフサイクルコスト縮減額の算定



８．修繕・改築計画の策定

8-4.（基本方針）長寿命化対策検討対象資産の選定

8-4-2.アクションの選定

費用期間の予測は、検討パターン（アクション）を設定し、アクション毎の期間費用を
算出し、その年価の比較により最適アクションを選定する。アクションは以下のように
設定する。

●アクション1：更新シナリオ
各部品のうち、どれか一つの健全度が2以下になった時点で設備単位にて更新する。

●アクション2：長寿命化シナリオ
各部品のうち、どれか一つの健全度が2以下になった時点で部品交換を行って健全度を回復させ、
設備単位の更新が必要な状態※になるまで長寿命化する。
※特に設備の根幹を構成する部品※※の健全度が2以下になる場合や、健全度が2以下になった
部品が生産中止で交換不可能な状態などを指す。

長寿命化検討対象の設備に設定した各アクションにおける健全度予測を行い、評価期間（設備の
ライフサイクル）を算出する。
各年度の健全度は、対象部品ごとにそれぞれ特性を考慮して算出・設定した経過年数と健全度の
関係式を用いて算出する。



８．修繕・改築計画の策定

8-4.（基本方針）長寿命化対策検討対象資産の選定

8-4-2.アクションの選定



８．修繕・改築計画の策定

8-4.（基本方針）長寿命化対策検討対象資産の選定

8-4-2.アクションの選定



８．修繕・改築計画の策定

8-4.（基本方針）長寿命化対策検討対象資産の選定

8-4-4.アクション比較対象設備の検討結果（抜粋）



８．修繕・改築計画の策定

8-5.改築方法の検討

8-5-1.設備群による対策方針の検討

健全度が2.0以上の資産においても設備群※として更新したほうが効率的と考えられる
資産の検討をおこなう。

【設備群※の対策検討】
機械・電気設備が一般的に技術開発の著しい分野であることを踏まえ、個々の設備の対策検討
に加え、必要に応じ設備群として、省エネルギー、省資源化、効率化等求められる機能等を勘案
し、総合的な検討を行うこともできる。
その際、設備単位の対策との整合性を図り、必要に応じて設備単位の対策の見直しを行う場合
もある。

特に、電気設備については、目標耐用年数到達
前に、関連する機械設備の更新に伴い一体的に
更新が必要な場合や、逆に目標耐用年数に到達
しても機械設備を更新せず電気設備単独の更新
の必要性が低い場合は、更新を見送ることも考え
られるため、関連設備の改築計画と調整を図る必
要がある。設備群の検討例を図8-5-1に示す。



８．修繕・改築計画の策定

8-6.実施時期と概算費用の検討

8-6-1.実施時期の検討

実施時期は改築の必要性・市要望・関連計画を考慮して計画する。また、ストックマネ
ジメント第1期事業はR3～R7年度までとし、第2期はR8～R12年度とする。
本市では耐震計画に2020年から着手しており、耐震計画と合わせた改築事業のスケ
ジュールとする。



８．修繕・改築計画の策定

8-6.実施時期と概算費用の検討

8-6-2.概算費用の検討

工事費は各工種、各資産にて機器費を積上げて、直接工事費や諸経費などを考慮し
た率を乗じて算出する。なお、当該工事費の他、消費税10%、日本下水道事業団管理
諸費（設計10%、工事6.3%）を計上する。

なお、事業費は概算金額であり、実際の工事費に差が生じるため、注意が必要である。
実施設計時の工事費算定方法との違いを下記に示す。



８．修繕・改築計画の策定

8-6.実施時期と概算費用の検討

8-6-3.事業スケジュール

①工事期間
・機械・電気設備は設計製作・現場工事にかかる期間が長いため、２ヶ年工事とし、１年目は機器
製作、２年目は現場工事とする。
・土木・建築・建築設備は１ヶ年工事とする。
・土木沈砂池工事（内部防食など）は機械・電気設備の沈砂池設備現場工事を合わせる。（水路の
ドライ化時期を合わせるため）
・建築設備工事（換気など）は機械・電気の現場工事と現場工事を合わせる。（換気風量の調整が
できるように）

②改築必要性（主機の劣化状況、長寿命化計画で改築未実施の資産）
・市（維持管理者）要望設備の主ポンプ・自家発電設備・監視制御設備の改築を優先させる。

(1)基本条件



８．修繕・改築計画の策定

8-6.実施時期と概算費用の検討

8-6-3.事業スケジュール

③関連計画（耐震事業、耐津波事業など）
・本市では施設の耐震化・耐津波化を進めており、2020年度に管理棟耐震診断を実施している。今後
のスケジュールとしては2021年に管理棟耐津波診断、沈砂池ポンプ室・塩素滅菌室の耐震診断を計
画している。機器が耐震補強工事の支障となる可能性があるため、耐震補強工事と同時もしくは工事
後に設備更新となる事業スケジュールとする。

④その他
・水処理1～2系は耐震基準の改定前の施設であり、耐震診断も未実施である。3～5系は耐震基準の
改定後の施設であり、耐震性は確保されている。5系は躯体築造済みであるため、5系に増設を行った
後に順次改築を行うスケジュールとする。

5系に更新を行う場合、処理能力・処理方式の変更などもあるため、詳細設計前に基本設計を行うこ
ととする。（1・2系は標準活性汚泥法、3～5系は高度処理）
また、自家発設備の更新も予定していることから合わせて自家発設備の基本設計を行う。

(1)基本条件

⑤事業費
・改築シナリオは「今後10年（2021年）は３億、11年目（2031年）から４億」を選定した。そのため、第１期
SM計画の事業費目安は「3.0億円/年（SM計画5か年で計15億円）」とする。
・工事期間が２ヶ年になるものは事業費を初年度３割、２年目７割に割り振る。
・事業費は平準化できるようにする。



８．修繕・改築計画の策定

8-6.実施時期と概算費用の検討

8-6-3.事業スケジュール

事業スケジュールは基本条件を
考慮して、作成した。
作成時のステップを示す。

(2)事業スケジュール

【ステップ１】
「①工事期間」より、各工事の

期間を設定した。



８．修繕・改築計画の策定

8-6.実施時期と概算費用の検討

8-6-3.事業スケジュール

(2)事業スケジュール

【ステップ２】
「②改築の必要性」、「③関連

計画」より、優先順位「高」「低」を
設定し、優先順位が「低」工事は
第２期工事とした。また、耐震事
業を追加した。第１期と第２期の
事業費バランス調整のため、耐
震性がある施設の優先度は「高」
とした。



８．修繕・改築計画の策定

8-6.実施時期と概算費用の検討

8-6-3.事業スケジュール

(2)事業スケジュール

【ステップ３】
「④その他」水処理増設・基本

設計を考慮したスケジュールとし
た。



８．修繕・改築計画の策定

8-6.実施時期と概算費用の検討

8-6-3.事業スケジュール

(2)事業スケジュール

【ステップ４】
「⑤事業費」事業費の平準化を考

慮したスケジュールとした。
事項に中津市ストックマネジメント

計画の事業スケジュール案を示す。
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8-6.実施時期と概算費用の検討

8-6-3.事業スケジュール

(2)事業スケジュール

【ステップ４】
「⑤事業費」事業費の平準化を考

慮したスケジュールとした。
事項に中津市ストックマネジメント

計画の事業スケジュール案を示す。



８．修繕・改築計画の策定

8-7.修繕・改築計画のとりまとめ

修繕・改築計画のとりまとめとして、留意事項を以下に示す。

①汚水ポンプ設備
事業計画値と流入汚水量実績の差により、汚水ポンプ設備は既設と更新後のポンプ能力が変更と
なることが考えられるため、ポンプ能力について注意が必要である。

(1)実施設計での留意事項

②部品供給停止機器
ＶＳモータなど、部品供給停止が予定されている機器は事業の後送りが出来ないため、注意が必要
である。

③汚泥消化設備
消化汚泥引抜ポンプは１台設置のため、予備機がない状況である。更新時には２台編成を検討する。
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8-7.修繕・改築計画のとりまとめ

①長寿命化計画
事業費及び他工事の優先度より、長寿命化計画から切り替えた資産でも第２期ＳＭ計画としている。
突発的な故障などが発生した場合、改築の前倒しを検討する。

(2)今後の事業への留意事項

②汚泥消化設備
汚泥消化設備は令和２年度に異常発泡が生じ、日本下水道事業団が調査を行い、令和２年２月時
点では良好な処理ができている。今後、同様の事例が発生した場合、１段消化から２段消化に切り替
えるなど事業の前倒しの可能性がある。

③事業費について
事業費は概算金額であり、実際の工事費に差が生じるため、注意が必要である。

④水処理の改築
水処理1～2系は耐震基準の改定前の施設であり、耐震診断も未実施である。
3～5系は耐震基準の改定後の施設であり、耐震性は確保されている。5系は躯体築造済みである
ため、5系に増設を行った後に改築を行うことが望ましい。

5系に更新を行う場合、処理能力・処理方式の変更などもあるため、詳細設計前に基本設計を行う
こととする。（1・2系は標準活性汚泥法、3～5系は高度処理）


